
＊奨学金返還支援事業補助金は、交付決定を受けた方が次のすべてに該当する場合に交付します
１.　年度のすべてに渡り、対象事業所に正社員等として就業していること （申請年度を除く）
２.　市内に定住していること　
３.　奨学金の返還に延滞がないこと　　　
４.　市町村民税に滞納がないこと

■ 奨学金返還支援事業補助金　交付までの流れ

申　請　者 南相馬市申　請　者 南相馬市

１．申　請
【対象者】次の全てを満たす方
□奨学金貸与を受けた方
□市内対象事業所で
　正社員等として就労して
　いる方
□市内に定住している方

【申請期限】
　南相馬市に
　転入した日から１年以内 

【提出書類】
・交付申請書（様式第 1 号）
・応募理由書（様式第 2 号）
・奨学金の受給・返還状況等調査及び個人情報
　取扱いに関する同意書（様式第 3 号）

【添付書類】
・奨学金貸与証明書　・奨学金返還証明書
・返還内訳表（第二種奨学金の方のみ）　 
・卒業証明書 ・在職証明書 ・住民票謄本の写し
・就職先企業の概要を確認できる資料　他

・受理
・書類審査

交付の可否を
決定

申 請

通 知交付 ( 不交付 ) 決定通知書
受　理

２．請　求＊

■請求金額■
交付決定月～
　同年度３/３１までの返還分
※上限１８万円（元金のみ）

【請求期間】
　１０月３１日必着

【提出書類】
・実績報告書兼請求書（様式第 8 号）

【添付書類】
・奨学金返還証明書　・奨学金返還額証明書　 
・在職証明書　　　　・住民票謄本の写し
・納税証明書　　　　・振込先の通帳等の写し

・受理　　
・書類審査

補助金の交付

請 求

支 払口座入金

（申請の翌年度）

４．請　求＊ ※交付対象期間終了または交付決定額に達するまで毎年請求
【提出書類】【添付書類】および入金までの流れは３. 請求と同じ

３．請　求＊

■請求金額■
前年度４/１
　　～３/３１までの返還分
※上限１８万円（元金のみ）

【請求期間】
　１０月３１日必着

【提出書類】
・実績報告書兼請求書（様式第 8 号）

【添付書類】
・奨学金返還証明書　・奨学金返還額証明書　 
・在職証明書　　　　・住民票謄本の写し
・納税証明書　　　　・振込先の通帳等の写し

・受理　　
・書類審査

補助金の交付

請 求

支 払口座入金

（申請の翌々年度）


